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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　客の商品購入代金等を入金すると共に釣銭を放出する少なくとも１台の釣銭機と、
　前記釣銭機から回収した現金を入金処理する現金処理装置と、
　前記釣銭機内に保有されている金種毎の釣銭用現金の有高枚数情報及び前記釣銭機にお
ける金種毎の釣銭必要枚数情報、前記現金処理装置における入金額情報を管理する現金デ
ータ管理装置を備え、
　前記現金データ管理装置は、前記釣銭機から現金の回収が行われるとき、前記釣銭機に
おける金種毎の釣銭用現金の有高枚数と金種毎の釣銭必要枚数に従って回収する現金の金
種と枚数を算出して前記釣銭機に通知し、前記釣銭機から回収された現金が前記現金処理
装置に入金されて、前記釣銭機から通知された回収額と前記現金処理装置から通知された
入金額が一致しない場合は、前記入金額に基づいて前記現金処理装置における入金額情報
を更新することを特徴とする現金管理システム。
【請求項２】
　請求項１記載の現金管理システムにおいて、
　前記現金データ管理装置は、前記釣銭機からの現金の回収が行われるとき、前記釣銭機
から金種毎の釣銭用現金の有高枚数を通知させることを特徴とする現金管理システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の現金管理システムにおいて、
　前記現金データ管理装置は、前記釣銭機からの回収した金種、枚数の報告に従って前記
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有高枚数情報を更新することを特徴とする現金管理システム。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項記載の現金管理システムにおいて、
　前記釣銭機は、前記現金データ管理装置から回収する現金として紙幣と硬貨が指定され
たとき、その紙幣と硬貨の少なくとも一方の回収処理を行うことを特徴とする現金管理シ
ステム。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項記載の現金管理システムにおいて、
　前記現金データ管理装置は、前記釣銭機から通知される回収額と前記現金処理装置から
通知される入金額の一致を確認し、回収額と入金額が一致しない場合は、不一致の旨の表
示を行うことを特徴とする現金管理システム。
【請求項６】
　商品購入代金等を入金すると共に釣銭を放出する少なくとも１台の釣銭機と、
　前記釣銭機から回収した現金を入金処理する現金処理装置と、
　前記釣銭機から回収する現金の回収額を前記釣銭機に通知すると共に、前記現金処理装
置に入金される現金の金額情報を保有する現金データ管理装置を備え、
　前記現金データ管理装置は、前記釣銭機から通知される回収額と前記現金処理装置から
通知される入金額が一致しない場合は、前記入金額に基づいて前記金額情報を更新するこ
とを特徴とする現金管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、店舗内に設置される複数のＰＯＳレジスタと、各ＰＯＳレジスタの釣銭機に
セットする釣銭資金や各ＰＯＳレジスタから回収した売上金の入出金処理を行う現金処理
機を備えた現金管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デパートやスーパーマーケット等の流通店舗では、客が購入した商品の精算を行うため
に各売場にレジスタを設置し、このレジスタを操作するレジ担当の店員を配置している。
　このようなレジ担当の店員に対して営業時間前に予め準備した釣銭資金を渡したり、営
業終了後に店員がレジスタから回収してきた現金を計数し、売上金と釣銭資金とに分けて
集計する作業は店長等が行っていたが、現金の取扱いに手間がかかり、現金を取扱うこと
により精神的な負担もかかるので、このような煩わしい作業を軽減するために現金計数機
や入金機、両替機等を導入して、現金の取扱いを容易にすることで手間の削減が図られて
きた。
【０００３】
　近年においては、更に自動化を図るために、レジ担当の店員が操作してレジスタ毎に必
要な現金を払出したり、店員がレジスタから回収した現金を計数して入金処理する現金処
理装置が普及してきている。
　一方、店員が操作するレジスタも最近ではコンピュータ化が進み、客からの預り金の入
金や釣銭の放出を自動的に行う釣銭機を備えたＰＯＳレジスタが導入され、レジ担当の店
員の負担を軽減している。
【０００４】
　このようなＰＯＳレジスタと現金処理装置（硬貨管理装置）を備えた従来のシステムと
して特許文献１に示されるものがある。
　このシステムは、営業開始時やレジ担当の店員の交代時等にＰＯＳレジスタの釣銭機に
釣銭資金を補充する場合の硬貨を払いだす出金処理、店員が自分の担当するＰＯＳレジス
タの釣銭機から回収した硬貨の入金処理を現金処理装置で行い、また、レジ担当の店員の
交代時に前任の店員は担当する釣銭機内のすべての現金つまり釣銭資金と売上金をすべて
抜き出して空にし、後任の店員は現金処理機で払出された釣銭資金を運んできて釣銭機に
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装填するものとなっている。
【０００５】
　尚、このシステムにおいて、釣銭資金としての紙幣は人手で管理するようにしている。
【特許文献１】特開２００４－１９２４７５号公報（段落「００８７」～段落「００８９
」、「００９２」～段落「０１０７」、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の技術では、レジ担当の店員の交代時に釣銭機内に充分に
釣銭資金が残っている場合でも、それをすべて抜取って回収し、新たにすべての金種の釣
銭準備金を装填するため、余剰な釣銭資金を現金処理装置に用意しておかなければならず
、釣銭資金が有効に運用されていないという問題がある。
　本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そのため、本発明の現金管理システムは、客の商品購入代金等を入金すると共に釣銭を
放出する少なくとも１台の釣銭機と、前記釣銭機から回収した現金を入金処理する現金処
理装置と、前記釣銭機内に保有されている金種毎の釣銭用現金の有高枚数情報及び前記釣
銭機における金種毎の釣銭必要枚数情報、前記現金処理装置における入金額情報を管理す
る現金データ管理装置を備え、前記現金データ管理装置は、前記釣銭機から現金の回収が
行われるとき、前記釣銭機における金種毎の釣銭用現金の有高枚数と金種毎の釣銭必要枚
数に従って回収する現金の金種と枚数を算出して前記釣銭機に通知し、前記釣銭機から回
収された現金が前記現金処理装置に入金されて、前記釣銭機から通知された回収額と前記
現金処理装置から通知された入金額が一致しない場合は、前記入金額に基づいて前記現金
処理装置における入金額情報を更新することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　このようにした本発明は、釣銭機から現金の回収が行われるとき、前記現金データ管理
装置が前記釣銭機における金種毎の釣銭用現金の有高枚数と金種毎の釣銭必要枚数に従っ
て回収する現金の金種と枚数を算出して前記釣銭機に通知するため、釣銭機は通知された
金種の枚数に従って余剰分の現金のみ回収処理することができ、そのためレジ担当の店員
の交代時に釣銭機内に充分に釣銭用の現金が残っている場合、それをすべて抜取って新た
にすべての金種の釣銭準備金を装填する必要がなくなり、余剰な釣銭資金を現金処理装置
に用意する必要がなくなるの、釣銭資金の有効に運用できるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明による現金管理システムの実施例を説明する。
【実施例】
【００１０】
　図１は実施例を示すシステム構成図である。
　図において１は流通店舗で、この流通店舗１内には各売場に設置されたＰＯＳレジスタ
（以下単にレジスタと記す）２と１台の現金データ管理装置４及び現金処理装置６が配置
され、レジスタ２と現金データ管理装置４及び現金処理装置６は店舗内に敷設されたＬＡ
Ｎ５により接続されている。
【００１１】
　尚、図では３台のレジスタ２を示しているが、この数に限定されるものではなく、また
現金処理装置６も１台に限らず、売場が複数階に渡る大型店舗等の場合は各階に設置され
ていてもよい。
　各レジスタ２の下部には客の商品購入代金の入金や釣銭の放出処理を行う釣銭機３が設
けられていて、釣銭機３はレジスタ２に接続されている。
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【００１２】
　レジ担当の店員はそれぞれの売場においては商品販売業務を行い、客が購入する商品に
付けられているバーコードやＩＣタグなどの情報票から商品名や価格をレジスタ２の読取
手段に読取らせて登録し、それに基づいてレジスタ２の表示部に表示される販売価格を確
認した上で客から現金を預かって、釣銭機３により釣銭の放出と客からの預かり金の収納
を行う。
【００１３】
　また、客が購入する商品が複数の場合、レジスタ２の読取手段により情報票を1つずつ
読取らせることで集計が行われ、合計金額が算出されて表示部に表示されるので、店員は
その合計額を客に告げて現金を預かり、釣銭の払出しと客からの預かり金の収納を行う。
　この場合、店員は預かり金を確認すると、その預かり金を手元に置き、預かり金の金額
をレジスタ２のキーを操作して入力し、レジスタ２は販売価格と店員が入力した金額との
差額を計算し、差額がある場合はその差額を釣銭として釣銭機３に放出を指示する。
【００１４】
　これにより釣銭機３から釣銭が放出されると店員はその釣銭を客に渡し、その後店員は
手元にある預かり金を釣銭機３に収納させて入金して処理を完了する。
　預かり金を先に入金せず、その金額を入力して釣銭を払出す理由は、客の待ち時間を短
縮するためで、店員が客から預かり金を受取った時点で計数し、更に続けて装置に入金し
て計数するより、店員による計数結果をレジスタ２に入力したほうが速いからである。
【００１５】
　この釣銭機３で処理された商品の売上高や釣銭放出額、預かり金額は、現金データとし
てレジスタ２から現金データ管理装置４に送信され、蓄積される。
　また、これとは別に釣銭機３に収納されている現金の内訳情報等がレジスタ２を介して
現金データ管理装置４に通知される。
　現金処理装置６は、各釣銭機３に補充するための紙幣及硬貨による釣銭用現金（以下、
釣銭資金）の出金、各釣銭機３から回収した紙幣及び硬貨による売上金等の現金の入金処
理を行う装置であり、釣銭資金の出金情報や、売上金の入金情報を現金データ管理装置４
に送信する。
【００１６】
　現金データ管理装置４は、流通店舗１全体の現金の有高及び現金の移動を管理するコン
ピュータで、ＬＣＤ等の表示部や、キー入力部、ＨＤ等の記憶部等を備えており、記憶部
には後述する釣銭管理用テーブルや回収現金管理テーブル、入金額管理テーブル等が設定
され、各釣銭機３に補充する釣銭資金を出金するときには、釣銭管理用テーブルを参照し
て各釣銭機３に残っている釣銭の量（有高）に従った釣銭資金の金種毎の補充枚数を現金
処理装置６に通知する。
【００１７】
　また、現金データ管理装置４は、現金処理装置６への補充枚数の通知や、釣銭機３や現
金処理装置６から送られてくる処理結果等を履歴として記憶部に記憶する他、釣銭機３や
現金処理装置６から送られてくる金種毎の出金枚数や補充枚数等の現金データに基づいて
店員毎に釣銭や売上高を集計管理したり、釣銭機３単位や、売場毎、更には流通店舗１全
体の現金データの集計、管理を行うものとなっている。
【００１８】
　７は複数の流通店舗１を統合して管理するために流通本部に設置されたホストコンピュ
ータ７で、現金データ管理装置４はこのホストコンピュータ７に接続され、店舗情報の交
換ができるものとなっている。
　８は現金処理装置６を管理する警備会社に設置されたモニタ装置８で、現金処理装置６
はこのモニタ装置８に接続されており、警備会社では現金処理装置６に設けられている防
犯センサ等を通じてモニタ装置８により現金処理装置６の監視を行うと共に、現金処理装
置６から障害発生の情報がモニタ装置８に送られてくると修理、復旧のために係員を派遣
する。
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【００１９】
　尚、ホストコンピュータ７及びモニタ装置８は本発明とは関係がないので、以後これら
については説明を行わないものとする。
　図２は釣銭機３の外観を示す斜視図である。
　釣銭機３の前面上部には、紙幣の入出金を行うための紙幣入出金口２１、硬貨を投入す
るための硬貨入金口２２、硬貨を出金するための硬貨出金口２３、及び釣銭機３に障害が
発生した場合に操作案内や復旧修理のための表示や入力操作を行う表示操作部２４が配置
されている。
【００２０】
　更に、釣銭機３の前面にはモード鍵２５が設けられており、このモード鍵２５を操作す
ることにより、売上金等が収納されている紙幣回収カセット２６や、硬貨回収カセット２
７を抜取ることができるようになっている。
　図３は釣銭機３の構成を示すブロック図である。
　この図に示したように釣銭機３は、表示操作部２４への操作案内の表示や操作の入力を
受付ける表示操作制御部３１、レジスタ２とのデータ交換や指示の受信を行う伝送部３２
、紙幣入出金口２１への紙幣の払出しや紙幣入出金口２１から取込んだ紙幣の判別及び計
数を行って売上金等を紙幣回収カセット２６等に収納する紙幣処理部、硬貨出金口２３へ
の釣銭の払出しや硬貨入金口２２から取込んだ硬貨の判別及び計数を行って硬貨回収カセ
ット２７等に収納する硬貨処理部３４を有し、これらの各部は釣銭機３全体を制御する制
御部３５に接続されている。
【００２１】
　図４は釣銭機３における紙幣処理部３３の構造を示す側面図である。
　図の左側には釣銭機３の前面に配置された紙幣入出金口２１と、紙幣回収カセット２６
が示されている。
　紙幣入出金口２１から奥に向かって搬送路４２が設けられ、この搬送路４２の前端部に
分離ローラ４１が設けられている。
【００２２】
　搬送路４２の途中には認識部４３が配置され、搬送路４２の後端部側は分岐して、それ
ぞれの終端に収納部４４、４５が設けられており、両収納部４４、４５に対応して繰出収
納ローラ４７、４８が設けられている。
　また、搬送路４２は紙幣入出金口２１と認識部４３との間でも分岐しており、その分岐
した部分は２方向に別れて、一方は紙幣回収カセット２６に至り、他方は認識部４３の下
方に設けられた出金リジェクト庫４９に達している。
【００２３】
　紙幣回収カセット２６内には仕切り板が設けられ、仕切り板上は入金リジェクト部４６
となっている。
　ここで、紙幣処理部３３の動作について説明する。
　まず、紙幣入金処理（預かり金入金処理）について説明する。
　紙幣入出金口２１に紙幣がセットされると、その紙幣は分離ローラ４１により１枚ずつ
分離され搬送路４２に取込まれて認識部４３に搬送され、認識部４３を通過する際に紙幣
は金種が判別される。
【００２４】
　その結果千円と判別された紙幣は計数された後、収納部４４に搬送されて繰出収納ロー
ラ４７により収納部４４内に収納され、千円以外の二千円、五千円、万円と判別された紙
幣は金種別に計数された後、繰出収納ローラ４８により収納部４５内に収納される。
　また、認識部４３で紙幣の金種が判別できなかった場合は、分離ローラ４１を停止して
後続の紙幣の分離、取込みを中止してから搬送路４２を逆送することにより、金種が判別
できなかった紙幣を紙幣回収カセット２６の内部に設けられた入金リジェクト部４６に搬
送して収納する。
【００２５】
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　このようにして紙幣入出金口２１にセットされたすべての紙幣の取込み収納が終了した
後、今回収納部４５に収納された二千円紙幣と五千円紙幣と万円紙幣を繰出収納ローラ４
７により繰出して認識部４３で金種を判別し、二千円紙幣と万円紙幣を紙幣回収カセット
４６に収納する。
　このとき五千円紙幣は紙幣入出金口２１に戻し、二千円紙幣と万円紙幣がすべて紙幣回
収カセット４６に収納されてから、再び搬送路４２に取込んで収納部４５に収納する。
【００２６】
　すなわち、釣銭には千円と五千円が使用され、二千円と万円は釣銭として不要であり、
　従って、収納部４５に二千円と万円の紙幣が収納された場合は、あらためて収納庫４５
から紙幣を繰出し、紙幣回収カセット２６に搬送して収納する。
　これにより収納庫４５には常に五千円紙幣のみが収納されるので、次に出金が要求され
たときに五千円紙幣を即座に出金できるように準備ができ、待ち時間を短縮することがで
きると共に、釣銭として不要な二千円、万円は紙幣回収カセット２６に収納しておくこと
で、釣銭として不要な紙幣をいつでも回収処理することができる。
【００２７】
　次に、紙幣の出金処理（釣銭放出処理）を説明する。
　上位のレジスタ２から千円及び五千円の払出し枚数が指定されると、該当の収納部４４
または収納部４５に収納されている紙幣を繰出収納ローラ４７、４８により１枚ずつ繰出
して搬送路４２により認識部４３に搬送し、認識部４３で金種判別を行うと共に金種毎に
計数を行った後、紙幣入出金口２１に搬送して集積する。
【００２８】
　もし、繰出収納ローラ４７、４８により１枚ずつ分離して繰出すことができず、その結
果、認識部４３で金種の判別や計数ができなかった場合、その紙幣はリジェクト紙幣と判
定され、搬送路４２により出金リジェクト庫４９に搬送されて収納される。
　これにより、認識部４３で正しく金種判別され、計数された紙幣だけが紙幣入出金口２
１に集積されて払出される。
【００２９】
　図５は釣銭機３における硬貨処理部３４の構造を示す平面図である。
　図の左側には釣銭機３の前面に配置された硬貨入金口２２と、硬貨出金口２３が示され
ており、硬貨入金口２２側には奥に向かって硬貨を搬送する入金搬送路５２が設けられ、
硬貨出金口２３側には奥から硬貨出金口２３に向かって硬貨を搬送する出金搬送路５７が
設けられている。
【００３０】
　この入金搬送路５２と出金搬送路５７は、入金搬送路５２が高く、出金搬送路５７が低
くなるように配置され、両者の間には金種別ホッパ５６ａ～５６ｆが設けられている。
　硬貨入金口２２の底部には回転円板と分離ローラ５１が配置され、入金搬送路５２の前
端側には認識部５３が設けられている。
　そして、認識部５３の直後にリジェクト穴５４が設けられ、その下方には硬貨回収カセ
ット２７が配置されている。
【００３１】
　また、入金搬送路５２には穴径の異なる金種別の硬貨選別穴５５ａ～５５ｆが設けられ
ており、金種別ホッパ５６ａ～５６ｆに対応している。
　例えば、ここでは硬貨選別穴５５ａ～５５ｆのうち認識部５３に近いほうから穴径が順
に大きくなるように設けてあり、一円、五十円、五円、百円、十円、五百円の順に並ぶよ
うに設定している。
【００３２】
　金種別ホッパ５６ａ～５６ｆの底部には、それぞれ分離ローラが設けられ、この分離ロ
ーラにより１枚ずつ繰出される硬貨がセンサにより検出されて計数されながら出金搬送路
５７に放出されるようになっている。
　ここで、硬貨処理部３４の動作について説明する。
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　まず、硬貨の入金処理を説明する。
【００３３】
　硬貨入金口２２に硬貨が投入されると、その硬貨は硬貨入金口２２の底部に配置された
回転円板と分離ローラ５１により１枚ずつ分離され、入金搬送路５２に取込まれて認識部
５３に搬送される。
　硬貨は認識部５３を通過する際に、その金種が判別されるが、もし金種が判別できなか
った場合は、その硬貨は認識部５３の直後に設けられているリジェクト穴５４が開放され
ることで落下し、硬貨回収カセット２７収納される。
【００３４】
　一方、認識部５３で金種が判別された硬貨は更に入金搬送路５２に搬送されて進み、硬
貨選別穴５５ａ～５５ｆの該当する穴から落下して金種別ホッパ５６ａ～５６ｆに収納さ
れる。
　次に硬貨の払出し処理について説明する。
　金種別ホッパ５６ａ～５６ｆに収納されている硬貨が上位のレジスタ２からの指示に従
って１枚づつ繰出され、計数された後、出金搬送路５７に送り込まれる。
【００３５】
　そして硬貨はこの出金搬送路５７により硬貨出金口２３に搬送され放出される。
　レジスタ２から指定された枚数の硬貨が硬貨出金口２３に搬送され放出されると、硬貨
の繰出しは停止され、硬貨出金口２３に放出された硬貨がレジ担当の店員に取出される。
　図６は現金処理装置６の外観を示す斜視図である。
　この図に示したように現金処理装置６の前面には、紙幣の入出金を行うための紙幣入出
金口６１、硬貨の入金を受入れる硬貨入金口６２、硬貨を出金するための硬貨出金口６３
、ＩＤカードの挿入排出を行うカード口６４、及び現金処理装置６を操作するときの操作
手順や障害が発生した場合に障害内容及び復旧のための処理手順を案内表示するための操
作案内表示部６５、入金または出金の指定や必要なデータを入力するためのキー入力部６
６等が配設されている。
【００３６】
　図７は現金処理装置６の構成を示すブロック図である。
　この図に示したように現金処理装置６は、操作案内表示部６５に必要な情報を表示する
表示制御部７１、キー入力部６６からの入力を受付ける入力制御部７２、カード口６４に
挿入されたＩＤカードから操作する権限を証明するためのＩＤ等のカード情報を読取るカ
ード読取部７３、ＬＡＮ５を介して現金データ管理装置４とのデータ交換を行うための伝
送部７４、現金処理装置６に設置された防犯センサの検知情報や売上金の収納量及び障害
発生等の情報を警備会社のモニタ装置８に通報するための監視部７５、紙幣入出金口６１
から受入れた紙幣の入金処理及び紙幣入出金口６１への紙幣の払出し処理を行う紙幣処理
部７６、硬貨入金口６２から受入れた硬貨の入金処理及び硬貨の払出し処理を行う硬貨処
理部７７、及びこれらの各部と接続して現金処理装置６を制御する制御部７８等により構
成されている。
【００３７】
　図８は現金処理装置６における紙幣処理部７６の構造を示す側面図である。
　図に示したように現金処理装置６の前面に配置された紙幣入出金口６１には分離ローラ
８１が設けられており、紙幣入出金口６１の奥側に一時保留部８４が配置されている。
　分離ローラ８１の下方には認識部８３が配置され、現金処理装置６内の底部側には千円
紙幣収納用の紙幣収納庫８６ａ、五千円紙幣収納用の紙幣収納庫８６ｂと、二千円及び万
円紙幣収納用の紙幣回収庫８７が並べて設けられていて、紙幣収納庫８６ｂ内には紙幣リ
ジェクト収納庫８８が設けられている。
【００３８】
　そしてこれらを結ぶように搬送路８２が設けられている。
　また、一時保留部８４には紙幣取込部８５ａと紙幣繰出部８５ｂが設けられ更に紙幣収
納庫８６ａ、８６ｂの上部には紙幣取込繰出部８９ａ、８９ｂがそれぞれ設けられている



(8) JP 5125136 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

。
　尚、紙幣リジェクト収納庫８８は搬送路８２により搬送されてきた紙幣が紙幣収納庫８
６ｂの外側から直接送り込めるようになっている。
【００３９】
　ここで、この紙幣処理部７６の動作について説明する。
　まず、紙幣の入金処理を説明する。
　店員によりレジスタ２の釣銭機３から運ばれた紙幣が紙幣入出金口６１にセットされる
。ここでセットされる紙幣は営業開始時に釣銭機３に用意された釣銭と売上金が混在した
ものである。
【００４０】
　セットされた紙幣は分離ローラ８１により１枚ずつ分離され搬送路８２に取込まれて認
識部８３に搬送され、この認識部８３を通過する際に紙幣は真偽や金種が判別されて、金
種毎に入金枚数が計数される。
　計数された紙幣は搬送され、紙幣取込部８５ａにより一時保留部８４に集積されて一時
保留される。
【００４１】
　また、認識部８３で偽と判別された紙幣や、金種が判別できなかった紙幣は、リジェク
ト紙幣として搬送路８２により紙幣入出金口６１に戻され、店員に返却される。
　尚、紙幣入出金口６１は分離中の紙幣と分けてリジェクト紙幣を集積できるように構成
されている。
　このようにして紙幣入出金口６１にセットされたすべての紙幣の判別、計数が終了する
と、その計数結果が操作案内表示部６５に表示され、店員により入金金額の確認が行われ
る。
【００４２】
　ここで店員が入金金額を承認せず、キー入力部６６の所定のキーで入金取消を指示する
と、一時保留部８４に一時保留されている紙幣が紙幣繰出部８５ｂによりすべて繰出され
、搬送路８により逆送されて認識部８３を通り、紙幣入出金口６１に戻されて店員に返却
される。
　一方、店員が入金金額を承認し、キー入力部６６の所定のキーで収納を指示すると、一
時保留部８４に一時保留されている紙幣が紙幣繰出部８５ｂによりすべて繰出され、搬送
路８により逆送されて認識部８３に送られる。
【００４３】
　そして認識部８３で再び金種の判別が行われ、その判別結果に基づいて紙幣収納庫８６
ａ、８６ｂ、紙幣回収庫８７等に向けて搬送されて、紙幣取込繰出部８９ａ、８９ｂ等に
よりこれらの紙幣収納庫８６ａ、８６ｂ、紙幣回収庫８７内に収納される。
　すなわち、認識部８３で千円と判別された紙幣は紙幣収納庫８６ａに搬送されて収納さ
れ、五千円と判別された紙幣は紙幣収納庫８６ｂに搬送されて収納される。
【００４４】
　また、二千円及び万円と判別された紙幣は紙幣回収庫８７に搬送されて収納され、更に
金種不明と判別された紙幣は紙幣リジェクト庫８８に搬送されて収納される。
　但し、このとき二千円及び万円と判別された紙幣を紙幣回収庫８７に収納してしまうと
、現金データ管理装置４から別途通知される今回入金の売上高より多額になる場合には、
その売上高を超える分の紙幣は紙幣リジェクト庫８８に収納するようにする。
【００４５】
　また、二千円、万円と判別された紙幣をすべて紙幣収納庫８６ａ、８６ｂに収納しても
今回入金の売上高に不足が生じる場合は、一時保留部８４に集積されている今回入金され
る紙幣の収納処理が完了してから紙幣収納庫８６ａ、８６ｂと紙幣回収庫８７との間で紙
幣の移動が行われる。
　この場合の移動は、紙幣収納庫８６ａ及び紙幣収納庫８６ｂから必要枚数の千円、五千
円の紙幣を１枚ずつ繰出して認識部８３で計数した後、一時保留部８４に集積し、必要枚
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数集積すると紙幣を一時保留部８４から繰出し、紙幣回収庫８７に搬送して収納すること
により行う。
【００４６】
　このようにして紙幣の入金が行われ、今回入金の売上高に従って必要な紙幣が紙幣回収
庫８７に収納されるので、いつでも紙幣回収庫８７から売上金を回収することが可能とな
る。
　次に、出金処理について説明する。
　紙幣の釣銭資金が釣銭機３で必要になった場合等には、現金処理装置６から必要な金種
、枚数の紙幣が出金される。
【００４７】
　例えば、釣銭機３で釣銭用の紙幣が必要になった場合等には、紙幣取込繰出部８９ａ、
８９ｂにより紙幣収納庫８６ａ、８６ｂから千円、五千円の紙幣が１枚ずつ繰出されて、
搬送路８２により認識部８３に搬送され、この認識部８３を通過する際、紙幣は金種が判
別される。
　ここで、紙幣取込繰出部８９ａ、８９ｂにより１枚ずつ分離して繰出すことができず、
その結果、認識部８３で金種の判別や計数ができなかった場合は、出金リジェクトと判定
され、その紙幣は搬送路８２により紙幣リジェクト庫８８に搬送されて収納される。
【００４８】
　金種が判明した紙幣は金種毎に枚数が計数された後、紙幣入出金口６１に搬送されて集
積され、必要な金種、枚数の紙幣が集積されると店員に出金される。
　図９は現金処理装置６における硬貨処理部７７の構造を示す側面図である。
　図に示したように現金処理装置６の前面に配置された硬貨入金口６２の下部には、奥に
向かって入金搬送路９１が設けられている。
【００４９】
　硬貨入金口６２の底部には回転円板と分離ローラが配置され、入金搬送路９１の前端側
には認識部９２が設けられている。
　そして、認識部９２の直後にリジェクト穴が設けられ、その下方には硬貨リジェクト部
９３が配置されている。
　また、入金搬送路９１は穴径の異なる金種別の硬貨選別穴が設けられており、各硬貨選
別穴から落ちた硬貨は金種別に集積できるように仕切られた一時保留部９４に一時保留さ
れた後、返却箱９６または金種別の出金ホッパ９７ａ～９７ｆに落下収納されるようにな
っている。
【００５０】
　出金ホッパ９７ａ～９７ｆの底部には、それぞれ硬貨を１枚づつ繰出す出金繰出部９７
ａ～９７ｆが設けられ、この出金繰出部９７ａ～９７ｆにより繰出された硬貨はセンサに
より検出されて計数されるようになっている。
　また、出金ホッパ９７ａ～９７ｆの下方には硬貨を金種別に集積できるように仕切られ
た出金箱１００と硬貨回収庫１０１が設けられ、出金繰出部９８ａ～９８ｆにより繰出さ
れた硬貨は出金シュート９９または１０２により出金箱１００または硬貨回収庫１０１に
送り込まれて収納されるようになっている。
【００５１】
　尚、出金箱１００は硬貨出金口６３から抜取れるようになっており、また硬貨回収庫１
０１は現金処理装置６に設けられた扉を開くことで現金処理装置６から取外せるようにな
っている。
　ここで、硬貨処理部７７の出金処理について説明する。
　紙幣と同様に釣銭機３に釣銭資金として硬貨の補充が必要になったとき、出金ホッパ９
７ａ～９７ｆから必要な金種の硬貨が出金繰出部９８ａ～９８ｆにより繰出され、繰出さ
れた硬貨はセンサにより検出されて計数された後、出金シュート９９を経由して出金箱１
００に金種別に収納される。
【００５２】
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　必要な金種、枚数の硬貨が出金箱１００に収納されると、硬貨の繰出しが停止され、店
員により硬貨出金口６３から出金箱１００が抜取られて硬貨の払出しが終了する。
　一方、売上金を回収する場合は、売上高に対応した金種、枚数の硬貨が出金ホッパ９７
ａ～９７ｆから出金繰出部９８ａ～９８ｆにより繰出され、繰出された硬貨はセンサによ
り検出されて計数された後、出金シュート１０２を経由して硬貨回収庫１０１に収納され
る。
【００５３】
　売上高に対応した金種、枚数の硬貨が硬貨回収庫１０１に収納されると、硬貨の回収処
理が終了する。
　この硬貨回収庫１０１を現金処理装置６から取外すことで、いつでも売上金の硬貨を回
収することが可能となる。
　次に上述した構成による図１の現金管理システムの作用について説明する。
【００５４】
　尚、以下に説明する釣銭機３及び現金処理装置５の動作は、それぞれ図示しない記憶部
に格納されたプログラム（ソフトウェア）に基づいて制御部３５，７８により制御され、
またレジスタ２及び現金データ管理装置４については、それぞれ図示しない記憶部に格納
されたプログラム（ソフトウェア）に基づいて図示しない制御部により制御されるものと
する。
【００５５】
　レジスタ２と釣銭機３は流通店舗１に複数台設置されているが、その設置されている売
場や配置のしかた、あるいは営業日等により現金（紙幣及び硬貨）の取扱量が異なり、従
って各釣銭機３に釣銭資金として用意すべき紙幣及び硬貨の必要量もおのずと異なってく
る。
　そこで、本実施例では各釣銭機３に補充すべき釣銭資金の必要量をそれまでの実績等を
基に現金データ管理装置４の記憶部に設定しておき、現金データ管理装置４は設定した釣
銭資金の必要量、営業の途中に等に釣銭機３から通知される収納現金の内訳等の現金デー
タを基に釣銭資金を出金するときの金額、金種毎の枚数を現金処理装置６に通知する。
【００５６】
　この現金データ管理装置４による各釣銭機３の有高（釣銭収納量）に従った釣銭資金の
管理は以下のように行われる。
　図１０は現金データ管理装置４の記憶部に設定した釣銭管理用テーブルの一例を示す図
で、この釣銭管理用テーブルは、図１０（ａ）に示す日時条件、図１０（ｂ）に示す釣銭
機設置リスト、図１０（ｃ）に示す釣銭必要量設定表、図１０（ｄ）に示す釣銭機別釣銭
有高表により構成されている。
【００５７】
　図１０（ａ）に示す日時条件としては、日付や曜日、時間、営業時間内におけるレジス
タ２を操作する店員の交代時間（レジ交代時間）、及び特別な催事があるかどうか等が設
定されている。
　例えば、この例では、本日日付及び曜日として「２００６年１月１８日」の平日の「水
曜」、現在時刻として「１２：３０」、営業時間として「１０：００（開店）～２２：０
０（閉店）」、レジ交代時間として「１３：００　１６：００　１９：００」の３回の時
間、催事は「なし」の諸条件が設定されている。
【００５８】
　図１０（ｂ）に示す釣銭機設置リストには、その流通店舗１に設置してあるすべての釣
銭機３について、どの売場に何番のレジスタが配置されているかが登録されており、この
例では「号機番号１０３」の釣銭機３が、「食品売場」にレジ番号「７番」として配置さ
れているものとして登録されていることを示しているが、他の釣銭機３についても同様の
登録が行われている。
【００５９】
　図１０（ｃ）に示す釣銭必要量設定表には、各売場と、レジ別に釣銭の必要量が設定さ
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れている。
　必要量は五千から一円まで金種毎に枚数が曜日、祝祭日、催事の有無等の営業条件に応
じて複数設定され、その中から該当する営業条件に応じて必要量が自動的に選択されるも
のとなっている。この例では営業条件が平日日中、土日祝日、平日夜間の三者に分けられ
、それぞれに各金種毎の枚数が設定されていて、図１０（ａ）の日時条件が三者のうちの
どれに該当するかにより必要量が選択される。
【００６０】
　例えば、図１０（ａ）の日時条件で設定された「平日１２：３０、催事なし」の場合に
は、平日日中に該当する枚数が選択される。」
　尚、営業条件の数は任意に追加してもよい。
　図１０（ｄ）に示す釣銭機別釣銭有高表には、釣銭機３毎の金種別の釣銭資金の有高と
警報設定枚数、補充枚数等が設定されている。
【００６１】
　例えば、この例では「号機番号１０３」の釣銭機３について、その釣銭機３から報告さ
れた現在収納されている金種別の釣銭枚数が有高として書込まれ、また営業中に釣銭の収
納枚数が減って緊急に釣銭を補充する必要があると判断するための基準枚数となる警報設
定枚数、更に釣銭機３に補充する補充資金の金種別の補充枚数、及びレジ交代等の直前に
は釣銭が警報設定枚数以下になっていても警報を行わないための警報禁止時間が設定され
ている。
【００６２】
　尚、警報設定枚数は、釣銭が釣銭必要量設定表で今回選択された平日日中に設定されて
いる枚数の２０％としているが、金種毎に任意に設定してもよい。
　また、補充枚数は、図１０（ｃ）の釣銭必要量設定表から今回選択された平日日中に設
定されている枚数と有高との差であり、負の値はその金種が過剰に収納されていることを
示している。
【００６３】
　ところで、図１０（ｄ）の例では「十円」の有高が１４枚、「十円」の警報設定１６枚
であるので、現金データ管理装置４は残量不足として警報を発するが、警報が発せられた
場合の処理は以下のように行われる。
　現金データ管理装置４は、釣銭機３から報告された金種毎の釣銭収納枚数である有高と
警報設定枚数とを比較して、有高の枚数が少ないと判断すると、現金データ管理装置４に
設けられている表示部に「号機番号１０３」の釣銭機３で「十円」が不足している旨のメ
ッセージを表示すると共にその表示画面を点滅させたり、現金データ管理装置４に内蔵さ
れているブザーにより警報音を出力することで店舗管理者等に対して警報を発する。
【００６４】
　店舗管理者はこの警報を確認すると、現金処理装置６から補充用の現金を出金させる。
　すなわち、店舗管理者は現金処理装置６のところに行き、自分が保有しているＩＤカー
ドをカード口６４に挿入し、キー入力部６６を操作して補充用現金の出金処理を行うこと
を指定すると共に、釣銭機３の「号機番号１０３」を指定する。
　現金処理装置６はカード口６４から挿入されたカードの情報をカード読取部７３で読取
り、そのカード情報と店舗管理者が入力した釣銭機３の号機番号を基に現金データ管理装
置４に対して払出し枚数を問い合わせ、これにより現金データ管理装置４は、図１０（ｄ
）の釣銭機有高管理表に従って払出し枚数を現金処理装置６に通知する。
【００６５】
　この場合、今回不足の警報を発生した十円硬貨はもちろんのこと、他の金種についても
釣銭有高表に設定された補充枚数に従って必要であれば補充の指示が通知される。
　例えば、図１０（ｄ）の釣銭機別釣銭有高表の場合、収納量が過剰である千円紙幣と一
円硬貨以外の金種の紙幣及び硬貨の補充枚数を通知する。
　現金処理装置６は、現金データ管理装置４から金種とその補充枚数が通知されると、そ
れに従って前述の紙幣処理機７６および硬貨処理機７７により釣銭資金として紙幣及び硬
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貨の出金を行う。
【００６６】
　店舗管理者は現金処理装置６から出金された釣銭資金を取出して「号機番号１０３」の
釣銭機３に運び、補充を行う。
　このようにして釣銭機３の釣銭がなくなる前に警報を発し、必要な金種の釣銭資金を補
充することができるので、釣銭切れによるレジスタ２の稼働の中断を防止することができ
、販売業務に支障が生じることを防ぐことができる。
【００６７】
　また、１つの金種が不足したとき、同時に他の金種についても予め設定した補充枚数に
従って補充を行うことができるので、例えば図１０（ｄ）に示した五円硬貨のように現在
の有高が６枚、警報枚数６枚となっている場合の金種について、不足になる直前に補充す
ることが可能となり、同一の釣銭機３に対して何度も補充するようなことを防止すること
もできる。
【００６８】
　但し、閉店直前に補充が必要になった場合等、釣銭切れが発生することがないと考えら
れるような場合には警報を発生しないようにすれば、実際の運用に合わせた補充が可能と
なる。
　また、閉店時間に限らす、レジ担当の店員が交代する時間の直前に警報の発生が必要に
なった場合も同様である。
【００６９】
　また、後で詳述するが、レジ担当の店員が交代するときは、釣銭機３からの余剰紙幣、
及び余剰硬貨の回収と釣銭資金の補充が行われるので、店舗管理者が補充を行わなくとも
店員の交代まで釣銭切れが発生しないと予想できる。つまりレジ担当の店員の交代までの
時間が釣銭機別釣銭有高表の警報禁止時間に設定された「１０分」以内であれば警報を発
生させないようにする。
【００７０】
　このようにすることにより、無駄な補充作業を回避することができる。
　また、釣銭機３の有高を監視して、ニアエンドになったとき警報を発するので営業中に
釣銭がなくなることを防止できる。
　また、現金処理装置６から補充用資金を出金するとき、該当の釣銭機３の情報を現金デ
ータ管理装置４が通知するようにしたので、釣銭機３を間違えて補充することがなくなる
。
【００７１】
　また、店員が交代する直前は警報を発しないようにし、次に店員が交代するときに補充
するようにしたので、頻繁な補充作業を防止でき、更にニアエンドになった金種を補充す
るとき、同時に他の金種も補充するので、頻繁な補充作業を防止できる。
　次に、現金データ管理装置４による現金処理装置６から釣銭機３に対する紙幣及び硬貨
の補充手順について説明する。
【００７２】
　図１１は現金データ管理装置４による釣銭機３への補充処理手順を示すフローチャート
で、以下の説明はこの図中にＳで示したステップに従って行う。
　店員が自分の担当するレジスタ２に接続された釣銭機３に釣銭を補充する場合、保有し
ている自分のＩＤカードを現金処理装置６のカード口６４に挿入し、キー入力部６６を操
作して補充資金の出金処理を指定すると共に、自分の担当するレジスタ２を指定する情報
として、例えば「食品売り場７番レジ」を入力する。
【００７３】
　現金処理装置６はカード口６４から挿入されたカードの情報をカード読取部７３で読取
り、そのカード情報及び店員が入力した「食品売り場７番レジ」の情報と共に補充資金の
補充枚数を要求する情報を現金データ管理装置４に通知する。
　この通知はカード情報及び店員が入力した自分が担当するレジスタ２を指定する情報と
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共に履歴として記憶部に記録される。
【００７４】
　現金データ管理装置４は現金処理装置６から補充枚数の要求の有無を監視しており（Ｓ
１）、補充枚数の要求ありと判断すると、記憶部に設定されている釣銭管理用テーブルを
参照し、「食品売り場７番レジ」に該当するレジスタ２に接続された「号機番号１０３」
の釣銭機３に対する出金枚数として、図１０（ｄ）の釣銭機別釣銭有高表から金種毎の紙
幣及び硬貨の補充枚数を読出し、現金処理装置６に通知する（Ｓ２）。
【００７５】
　この通知も履歴として記録される。
　現金処理装置６は、現金データ管理装置４から補充枚数が通知されると、それに従って
前述の紙幣処理機７６及び硬貨処理機７７により釣銭資金として紙幣及び硬貨の出金処理
を行い、その処理結果を現金データ管理装置４に報告する。
　現金データ管理装置４は、現金処理装置６からの出金処理結果から出金が完了したかど
うかを判断する（Ｓ３）。
【００７６】
　もし現金処理装置６で出金処理中に障害が発生して正常に出金ができなかった場合は、
取消処理を行う（Ｓ４）。すなわち現金処理装置６から「号機番号１０３」の釣銭機３へ
の補充は行われなかったものとして履歴に記録して処理を終了する。
　一方、現金処理装置６で補充枚数に基づく出金が正常に行われて完了した場合、釣銭機
から補充処理の結果の報告を待つ。
【００７７】
　すなわち、現金処理装置６で補充資金の出金が正常に行われると、店員はその補充資金
を取出して号機番号「１０３」の釣銭機３へ運び、その釣銭機３の表示操作部２４により
釣銭資金の補充を指定して、釣銭資金のうちの紙幣を紙幣入出金口２１へセットすると共
に、硬貨を硬貨入金口２２へ投入する。
　これらの紙幣及び硬貨は、図４及び図５にて説明したように釣銭機３の紙幣処理部３３
及び硬貨処理部３４に取込まれて計数された後、紙幣の収納部４４、４５、及び金種別ホ
ッパ５６ａ～５６ｆに収納される。
【００７８】
　このようにして釣銭機３で釣銭資金の補充が終了すると、釣銭機３はレジスタ２を介し
て号機番号「１０３」の情報と補充処理結果を現金データ管理装置４に報告する。
　現金データ管理装置４は、「号機番号１０３」の釣銭機３からの補充処理結果から補充
が完了したかどうかを判断する（Ｓ５）。
　ここでもし釣銭機３で補充処理中に障害が発生して正常に補充ができなかった場合は、
取消処理を行う（Ｓ６）。つまり正常に補充ができなかったことを履歴として記録する。
【００７９】
　すなわち現金処理装置６で補充資金の出金が正常に行われたが、号機番号「１０３」の
釣銭機３への補充は完了できなかったものとして履歴に記録して一旦処理を終了し、釣銭
機３に発生した障害が取り除かれて復旧してから改めて店員により補充が行われるのを待
つ。
　一方、釣銭機３で補充処理が正常に行われて完了した場合、釣銭機３は「号機番号１０
３」と、補充が正常に行われた旨の情報、及び金種毎の補充枚数をレジスタ２を介して現
金データ管理装置４に報告する。
【００８０】
　これにより現金データ管理装置４は、釣銭機３からの報告された金種毎の補充枚数を入
力し、履歴として記録する処理を行い（Ｓ７）、その後、現金処理装置６へ「号機番号１
０３」の釣銭機３の補充資金として通知した金種毎の紙幣及び硬貨の補充枚数と「号機番
号１０３」の釣銭機３から報告を受けた補充した金種毎の紙幣及び硬貨の枚数が一致して
いるかどうかをチェックする（Ｓ８）。
【００８１】
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　ここでチェックの結果が不一致の場合、現金データ管理装置４は現金処理装置６の補充
資金の出金枚数と「号機番号１０３」の釣銭機３の補充枚数が不一致である旨のメッセー
ジと共に、補充資金の出金枚数と補充枚数の内訳を表示部に表示して警報を発する。
　これにより店舗管理者は、不一致が発生したことを確認することができる。
　その後、現金データ管理装置４は「号機番号１０３」の釣銭機３から報告された紙幣及
び硬貨の金種毎の枚数を図１０（ｄ）の釣銭機別釣銭有高表の有高に加算して更新する処
理を行う（Ｓ１０）。
【００８２】
　一方、現金データ管理装置４はチェックの結果が一致の場合、警報を発生させることな
く現金データ管理装置４は号機番号「１０３」の釣銭機３から報告された紙幣及び硬貨の
金種毎の枚数を図１０（ｄ）の釣銭機別釣銭有高表の有高に加算して更新する処理を実行
する（Ｓ１０）。
　以上により現金処理装置６から出金した補充資金の釣銭機３に対する補充が完了する。
【００８３】
　このように本実施例では図１０（ｃ）に示す釣銭必要量設定表に基づく必要枚数と釣銭
機３内の釣銭資金との差を補充枚数として、釣銭資金を補充するため、釣銭資金を効率的
に運用することが可能となり、またレジ担当の店員は最適量の釣銭資金で業務を開始する
ことができるので、業務中に釣銭資金が不足する状態になるのを防止することができる。
　また、図１０（ｃ）に示す釣銭必要量設定表は釣銭機の設置場所（売場）や、平日、祝
祭日等の日付や時間帯に応じて設定されているので、繁忙期に業務中に釣銭資金が不足し
たり、閑散期に無駄な釣銭資金を補充することもなくなり、この面からも釣銭資金を効率
的に運用することが可能となる。
【００８４】
　尚、前記Ｓ８の枚数チェックで不一致になる原因としては、店員が現金処理装置６から
補充資金を出金させるとき、自分の担当するレジスタ２のレジ番号等を間違って入力した
ために、現金データ管理装置４が認識している補充すべき釣銭機３と異なってしまった場
合、店員が自分の担当するレジスタ２を間違えて別のレジスタ２に接続された釣銭機３に
補充したために現金データ管理装置４が認識している補充すべき釣銭機３と異なってしま
った場合、店員によるレジ番号等の入力間違いや担当レジスタの間違いはなかったが、釣
銭機３に補充した紙幣や硬貨の中に釣銭機３で受付けられずにリジェクトされた紙幣や硬
貨があったことにより補充資金の出金枚数と補充枚数が合わなくなった場合、現金処理装
置６から釣銭機３に補充資金を運ぶ途中で何らかの理由により現金の一部が行方不明にな
った場合等が考えられる。
【００８５】
　これらの原因のうち、補充資金の一部が行方不明となった場合は、店員による不正の恐
れがあり、重大な問題になるが、一般的にはレジ番号等の入力を間違えた場合、補充すべ
き釣銭機３を間違えた場合、あるいは釣銭機３でリジェクトされたために計数できなかっ
た場合によることが多く、そのため、多忙な流通店舗１において前記の不一致が発生する
都度、その原因を調べる時間的な余裕をとることは困難である。
【００８６】
　そこで、このような不一致が発生した場合でも、本実施例では現金処理装置６や釣銭機
３からの処理結果に従って図１０（ｄ）の釣銭機別有高表の有高を更新するようにしてお
り、これによりそのまま業務を続けさせ、その日の営業が終了した時点で流通店舗１にお
けるすべてのレジスタ２の締上げを行うことで、全体としての過不足を調べて全体の出金
枚数と補充枚数を一致させることができるようにしている。
【００８７】
　すなわち、現金データ管理装置４の記憶部に記録されている履歴を確認することで、釣
銭資金として現金処理装置６で出金したままの紙幣及び硬貨と、補充対象ではないのに補
充が行われた釣銭機３が確認できるので、それらの金額が一致すればレジ番号の入力間違
い等として判断することができる。
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　また、補充時に釣銭機３でリジェクト紙幣やリジェクト硬貨が発生したときは、そのリ
ジェクト紙幣やリジェクト硬貨は該釣銭機３の入金リジェクト庫４６及び硬貨回収カセッ
ト２７に収納されるので、レジスタ２の締上げ時に釣銭機３の入金リジェクト庫４６及び
硬貨回収カセット２７からリジェクト紙幣やリジェクト硬貨を取出して計数し、現金処理
装置６のキー入力部６６により入力して図１０（ｄ）に示す釣銭機別有高表データに加算
することで現金処理装置６から出金した補充資金の金種毎の出金枚数と釣銭機３で補充し
た金種毎の補充枚数は一致するものとなる。
【００８８】
　このように釣銭機３毎に現金処理装置６からの釣銭資金の払出し結果と、釣銭機３から
の釣銭資金の補充結果を突合せチェックし、一致しないときは警報を発するので、現金処
理装置６から釣銭機３まで釣銭資金を移送する間に釣銭資金の過不足が発生してもすぐに
発見することができる。
　また、何らかの理由で、現金処理装置６から釣銭資金の払出し結果と釣銭機３からの補
充資金の補充結果とが一致しなかったとき、釣銭の有高を釣銭機３から報告された補充結
果に従って更新するので、常に実態に合わせた管理をすることが可能となる。
【００８９】
　尚、店員の不正行為により補充資金の一部が行方不明になった場合は、前記のように他
の釣銭機３への間違いやリジェクト等として発見することはできないが、それによる不一
致は現金データ管理装置４で確認できるので、前記のように警報を発することで店員の不
正行為に対する牽制となり、また警報を発することで店舗管理者等による不正行為の早期
発見に繋げることが可能となる。
【００９０】
　次に、現金データ管理装置４の指示に基づいて釣銭機３から売上金を回収して現金処理
装置６に入金する処理について説明する。
　釣銭機３からの売上金等の回収処理は、レジ担当の店員が交代するときや、流通店舗１
の営業が終了したとき等に行われ、次に前任の店員と交代する後任の店員のためや、翌日
の営業のために必要な釣銭資金を残して、それ以外の不要な現金を釣銭機３から回収し、
現金処理装置６に入金する処理である。
【００９１】
　流通店舗１の営業中に釣銭機３で必要な釣銭資金は、図１０（ｃ）で説明した釣銭必要
量設定表に設定され、その設定された枚数を超える紙幣や硬貨は釣銭機３としては不要で
ある。
　また、客が購入した商品の売上金のうち、２千円や万円の紙幣も釣銭として使わないた
めに釣銭機３には不要な現金であるが、売上金として入金処理される紙幣には釣銭として
放出した釣銭資金が含まれる場合がある。
【００９２】
　例えば、客が千円の商品を購入して万円紙幣１枚を店員に差出した場合、店員はその万
円紙幣を預かり金として受取って、九千円を釣銭機９から放出させて客に釣銭として渡す
ことになるが、この万円紙幣には売上金としての千円の他に釣銭資金である九千円が含ま
れている。従って、この万円紙幣は売上金としての千円と釣銭資金である九千円に分けら
れるべき現金であるが、万円紙幣は釣銭として使えないので回収カセット２６に収納され
る。
【００９３】
　また、客が千百円の商品を購入して万円紙幣１枚と百円硬貨１枚の合計一万百円を店員
に差出した場合、九千円を釣銭機９から放出させて客に釣銭として渡すことになり、この
場合、万円紙幣は釣銭として使えない現金であるが、百円硬貨については、釣銭資金とし
て収納されていた百円硬貨がすでに多く出金され、図１０（ｃ）の釣銭必要量設定表に設
定された枚数を下回る枚数しか金種別ホッパ５６ｄに残っていない場合には、釣銭として
必要な硬貨となる。
【００９４】
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　従ってこの場合は、万円紙幣は回収カセット２６に収納され、百円硬貨は金種別ホッパ
５６ｄに収納されるが、万円紙幣は売上金としての千百円と釣銭資金である八千九百円に
分けられるべき現金である。
　以上のように釣銭機３における回収される現金は、売上金と釣銭資金に分けて管理する
ことが必要であるが、実際に回収する現金額は、売上金と釣銭資金が混在するものとなり
、これを売上金と釣銭資金に分けるには両替などが必要になる場合が多い。
【００９５】
　そこで、本実施例では以下のように回収処理を行うものとしている。
　図１２は現金データ管理装置４の指示に基づく釣銭機３からの現金回収処理手順を示す
フローチャートで、以下の説明はこの図中にＳで示したステップに従って行う。
　店員は業務終了時（交代時）自分が担当するレジスタ２に接続された釣銭機３から不要
な現金を回収する場合、釣銭機３の表示操作部２４により現金の回収を指定する。
【００９６】
　釣銭機３はレジスタ２を介して現金データ管理装置４に対して自身の号機番号（ここで
は号機番号１０３とする）と共に回収枚数の要求を通知する。
　現金データ管理装置４は釣銭機３からの回収枚数の要求を監視しており（Ｓ２１）、回
収枚数の要求有りと判断すると、該当する号機の釣銭機３に対する釣銭有高をチェックし
、余剰金を紙幣回収カセット２６や硬貨回収カセット２７に移動するための枚数を決定す
る。
【００９７】
　例えば、釣銭機３の有高が図１０（ｄ）の釣銭機別釣銭有高管理表の場合、図１０（ｃ
）の釣銭必要量設定表に設定されている金種毎の必要枚数と、図１０（ｄ）の釣銭機別釣
銭有高表に書込まれている金種毎の有高枚数を比較して、有高枚数が必要枚数を越える金
種について余剰枚数を判断する。
　すなわち、図１０（ｃ）と図１０（ｄ）とを比較すると、現在が平日日中に該当すれば
、平日日中の千円紙幣の必要枚数は２０枚であるのに対し、有高枚数は５０枚であるので
３０枚が余剰枚数であると判断する。
【００９８】
　この余剰と判断された千円紙幣３０枚を収納部４４から紙幣回収カセット２６に移動す
るものと決定する。
　同様に一円硬貨は３枚が余剰枚数であると判断し、３枚の一円硬貨を金種別ホッパ５６
ａから硬貨回収カセット２７に移動するものと決定する。
　この結果は金種別の回収枚数として現金データ管理装置４から回収枚数の要求を送って
きた「号機番号１０３」の釣銭機３に通知され（Ｓ２２）、釣銭機３はこの通知に従って
千円紙幣３０枚を収納部４０から紙幣回収カセット２６に移動し、また一円硬貨３枚も金
種別ホッパ５６ａから硬貨回収カセット２７に移動して回収処理を行う。
【００９９】
　現金データ管理装置４はレジスタ２からの報告を待って処理結果から回収が完了したか
どうかを判断する（Ｓ２３）。
　ここでもし釣銭機３で回収処理中に障害が発生して正常に補充ができなかった場合は、
現金データ管理装置４は号機番号「１０３」の釣銭機３の回収は完了できなかったものと
して取消処理を行う（Ｓ２４）。つまり履歴に回収は完了できなかったことを記録して一
旦処理を終了し、釣銭機３に発生した障害が取り除かれて復旧してから改めて店員により
回収が行われるのを待つ。
【０１００】
　一方、釣銭機３で回収処理が正常に行われて完了した場合、レジスタ２は接続された釣
銭機３の紙幣回収カセット２６と硬貨回収カセット２７の一方または両方を取出すように
指示を出すと同時に、レジ担当の店員の作業のまとめとして仮締め集計を行う。
　これにより店員は、紙幣回収カセット２６と硬貨回収カセット２７の取出しを行うが、
ここでは紙幣回収カセット２６のみを取出すものとする。
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【０１０１】
　これは、一般的に硬貨は釣銭として出金することが多く、不要現金として回収すること
が殆どないので、硬貨回収カセット２７の取出しは閉店時だけとし、通常は回収しなくて
も済むためで、必要に応じて硬貨回収カセット２７を取出しもよいことは無論である。
　レジスタ２は、仮締め集計を行うとき、釣銭機３の紙幣回収カセット２６または硬貨回
収カセット２７が実際に取出されたことをもって回収処理が実施されたものとみなす。
【０１０２】
　仮締め集計は、今回レジ担当の店員の業務開始から終了までの売上高や、現金の入出金
結果などを集計するもので、その集計結果は釣銭機３の回収処理における回収額として、
レジスタ２のプリンタによりレシートに印字して店員に発行されると共に、現金データ管
理装置４に報告される。
　この場合の現金データ管理装置４に報告される集計結果には釣銭機３の「号機番号１０
３」及び釣銭機３で今回紙幣回収カセット２６と硬貨回収カセット２７に回収した釣銭の
金種枚数が含まれている。
【０１０３】
　現金データ管理装置４はこのレジスタ２から集計結果の報告を受けると、それに基づい
て図１０（ｄ）に示した釣銭機別釣銭有高表の有高の枚数を更新する（Ｓ２５）。
　図１３は更新後の釣銭機別釣銭有高表を示す図で、図１０（ｄ）に示した釣銭機別釣銭
有高表の有高に対し、千円紙幣の有高が２０枚、一円硬貨の有高が５０枚に書換えられ、
有高の金額は４６,３７０円に変更されている。
【０１０４】
　このように、現金データ管理装置４が回収枚数を指示して現金を移動するようにしてい
るので、例えば日時情報が切り換わり、釣銭必要量が設定表を切換えたり、釣銭機別釣銭
有高表を直前の補充資金を出金したときの情報等を使うことができ、実稼働に合わせて指
定できる。
　尚、ここでは回収処理のとき余剰金の回収庫への移動を行うように説明したが、預かり
金の入金の都度実施してもよい。
【０１０５】
　また、硬貨の回収手段について、硬貨回収カセット２７に収納して回収するように説明
したが、硬貨回収枚数が少ない場合が多いので、回収作業の都度直接硬貨出金口６３に放
出して取出すようにしても同様の効果が得られ、この場合でも回収データは釣銭機３から
現金データ管理装置４に通知されるので、管理上の問題はない。
　また、これと同時に現金データ管理装置４は記憶部に設定されている回収金管理用テー
ブルの釣銭機別回収庫有高表を更新する。
【０１０６】
　図１４（ａ）～（ｃ）は現金データ管理装置４の記憶部に設定されている回収金管理用
テーブルの釣銭機別回収庫有高表を示す図で、回収金管理用テーブルは釣銭機３毎の釣銭
機別回収庫有高表からなり、ここでは一例として「号機番号１０３」の釣銭機３の釣銭機
別回収庫有高表を示している。
　尚、回収庫とは紙幣回収カセット２６と硬貨回収カセット２７を指す。
【０１０７】
　図１４図（ａ）は更新前（今回回収直前）の釣銭機別回収庫有高表で、現在有高として
紙幣回収カセット２６内には万円紙幣１０枚と二千円紙幣１枚が収納され、また硬貨回収
カセット２７には硬貨が収納されていないので、万円紙幣の枚数が１０、二千円紙幣の枚
数が１となっている。
　また、合計金額は「１０,２０００円」、今回回収は、回収処理の直前であるので、す
べて０枚である。
【０１０８】
　回収累計は、流通店舗１の開店からこれまでの回収処理により現金処理装置に入金され
た累計枚数で、万円紙幣は２８枚、五千円紙幣は５枚、・・・・一円硬貨は２３枚がそれ
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ぞれ入金され、それによる回収額は「４２４,５２３円」であり、そのうち売上高は「３
４９,９４０円」、釣銭分は「７４,５８３円」である。
　図１４図（ｂ）は釣銭機３で釣銭の移動が行われたとき、釣銭機３からレジスタ２を介
して通知された移動金種と枚数に基づいて更新された釣銭機別回収庫有高表である
　この釣銭機別回収庫有高表は、図１４（ａ）の内容に対して現在有高に千円が３０枚、
一円が３枚加算されている。
【０１０９】
　また、これに伴って現在有高の回収額も加算されて「１３２,００３円」に更新され、
そのうち売上高は「１０８,３７３円」、釣銭分は「２３,６３０円」に更新される。
　次に店員が釣銭機３から紙幣回収カセット２６を抜取り、レジスタ２から集計結果が通
知されると、これにより釣銭機別回収庫有高表が図１４（ｃ）に示す内容に更新される。
　ここでは、現在有高のうちの万円、二千円、千円の紙幣の枚数が今回回収に移され、回
収額、売上高、釣銭分の金額も今回回収に移される。
【０１１０】
　その時点で、紙幣回収カセット２６と硬貨回収カセット２７に収納されている現金の有
高は一円硬貨が３枚であるので、現在有高の回収額と売上高は３円である。
　また、回収された現金である今回回収は万円紙幣１０枚、二千円紙幣１枚、千円紙幣３
０枚であり、回収額は「１３２,０００円」、そのうち売上高は「１０８,３７３円」、釣
銭分は「２３,６３０円」である。
【０１１１】
　更に、それ以前に当日分として回収された紙幣及び硬貨の累計である回収累計は、万円
紙幣２８枚、五千円紙幣５枚、千円の紙幣１１８枚、五百円硬貨３枚、一円硬貨２３枚で
あり、回収額は「４２４,５２３円」、そのうちの売上高は「３４９,９４０円」、釣銭分
は「７４,５８３円」となっている。
　これらのうち、現在有高と今回回収は釣銭機３から通知された情報であり、回収累計は
今回回収の当日分を合計したものである。
【０１１２】
　また、この例では現在有高に一円が３枚残っているが、これは今回釣銭機３から紙幣回
収カセット２６のみを取出して紙幣のみを回収し、硬貨回収カセット２７は釣銭機３に残
して硬貨の回収は行わないものとしたからである。
　レジ担当の店員は釣銭機３から抜取った紙幣回収カセット２６と、レジスタ２のプリン
タにより発行された回収額が印字されたレシートを現金処理装置６に運んで、ＩＤカード
をカード口６４に挿入すると共に、キー入力部６６を操作して回収現金の入金を指定し、
更に自分の担当するレジスタ２を特定する「食品売場７番レジ」を入力する。
【０１１３】
　現金処理装置６はカード読取部７３によりカード口６４から挿入されたＩＤカードのカ
ード情報を読取り、そのカード情報と店員が入力したレジ番号を基に現金データ管理装置
４に対して入金額の内訳を要求する。
　現金データ管理装置４は現金処理装置６から入金額の要求を検知しており（Ｓ２６）、
入金額の要求ありと判断すると、「食品売場７番レジ」に該当するレジスタ２に接続され
た号機番号「１０３」の釣銭機３に対する図１４（ｃ）の釣銭機別回収庫有高表を参照し
、この釣銭機別回収庫有高表における今回回収の回収額を入金額、売上高を収納額として
通知する（Ｓ２７）。
【０１１４】
　これと並行して現金処理装置６は店員に対して釣銭機３から回収してきた現金を入金す
るように促す旨の画面を操作案内表示部６５に表示し、これに従って店員は紙幣回収カセ
ット２６から紙幣を取出して紙幣入出金口６１にセットする。
　尚、ここでは店員が紙幣回収カセット２６しか運んでこなかったので、紙幣のみをセッ
トするものとしたが、店員が釣銭機３から硬貨回収カセット２７も抜取って運んできた場
合は、硬貨回収カセット２７から硬貨を取出して硬貨入金口６２に投入する。
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【０１１５】
　現金処理装置６はセットされた紙幣を紙幣処理部７６に取込み、図８で説明したように
金種の鑑別、計数を行って一時保留部に保留する。
　そしてセットされたすべての紙幣の計数が終了すると、その計数結果と現金データ管理
装置４から通知された入金額及び収納額を操作案内表示部６５に表示して店員に確認させ
る。
【０１１６】
　通常は、計数結果と入金額は一致し、店員の担当分の売上高は収納額と一致する。
　店員は表示された金額を確認し、了承すればキー入力部６６で承認の入力を行うが、い
ずれかの金額が一致せず、再度確認したい場合は取消を入力する。
　尚、現金処理装置６で紙幣の計数途中等で障害が発生した場合や店員が取消を入力した
場合は、現金処理装置６は現金データ管理装置４に対し障害の発生や取消が入力されたこ
とを通知する。
【０１１７】
　現金データ管理装置４は現金処理装置６からの通知を待ち（Ｓ２８）、取消の通知が送
られてくると、現金処理装置５の入金を取消す処理を行う（Ｓ２９）。つまり、号機番号
「１０３」の釣銭機３から回収された紙幣はまだ移動途中であると見なし、障害が取り除
かれて復旧してから再度入金されるのを待つ。
　一方、現金処理装置６で店員により承認の入力が行われると、紙幣処理部７６は一時保
留部８４に保留した紙幣を図８で説明したように売上高と釣銭分に分けて紙幣収納庫８６
ａ、８６ｂ、紙幣回収庫８７、紙幣リジェクト収納庫８８に収納すると同時に、現金デー
タ管理装置４に入金完了通知を金種毎の入金枚数の情報と共に通知する。
【０１１８】
　この通知により現金データ管理装置４は現金処理装置６からの入金額を入力する処理、
つまり、現金処理装置６からの入金枚数の情報を取込む処理を行う（Ｓ３０）。
　続いて現金データ管理装置４は、釣銭機３からの回収額と現金処理装置６の入金額が一
致しているかどうかを判断する（Ｓ３１）。
　すなわち、図１４（ｃ）の釣銭機別回収庫有高における今回回収の回収額（この場合１
３２,０００）と現金処理装置６から通知を受けた入金額が一致しているかどうかを判断
する。
【０１１９】
　これにより今回担当者である店員による回収処理が正しく実行されたかどうかを確認す
ることができる。
　更に、現金データ管理装置４は図１０（ｄ）に示した釣銭機別有高管理表と、図１３に
示した回収後の釣銭機有高管理表と、図１４（ｃ）に示した釣銭機別回収庫有高表を基に
、当日の開店から現在までの現金が正しく管理されているかどうかを確認する。
【０１２０】
　すなわち、釣銭機３の有高は、当日朝の開店前が初期値となり、その後補充が行われた
り、預かり金が入金されてから回収が行われる。
　従って、朝の開店前における図１０（ｄ）の釣銭機別釣銭有高表の有高を初期値として
、現金処理装置６から釣銭機３に補充した金額、及び営業による売上高が加算され、更に
釣銭機３から現金処理装置６に回収した金額が減算される。
【０１２１】
　この値が現在の有高に一致していれば、異常なしと判断できる
　これを数式で示すと、
　〔図１３に示す釣銭機別釣銭有高表の有高の金額〕
　　＝〔図１０（ｄ）に示す釣銭機別釣銭有高表の有高の金額〕
　　＋〔現金処理装置６から釣銭機３に補充した金額〕
　　＋〔該当レジスタ２の売上高の金額〕
　　－〔図１４（ｃ）に示す釣銭機別回収庫有高表における回収累計の回収額〕
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　　－〔図１４（ｃ）に示す釣銭機別回収庫有高表における現在有高の回収額〕
となる。
【０１２２】
　正しく管理されていた場合、現金データ管理装置は図１４（ｃ）に示す釣銭機別回収庫
有高表の内容を図１５に示した内容に更新する。
　図１５は更新後の釣銭機別回収庫有高表を示す図で、図１４（ｃ）に示した釣銭機別回
収庫有高表における今回回収の万円、二千円、千円の紙幣の枚数が回収累計に移されてい
る。
【０１２３】
　これにより回収累計は、万円紙幣３８枚、五千円紙幣５枚、二千円紙幣１枚、千円紙幣
１４８枚、五百円硬貨３枚、一円硬貨２３枚であり、回収額は「５５６,５２３円」、そ
のうちの売上高は「４５８,３１０円」、釣銭分は「９８,２１３円」に更新されている。
　さて、前記Ｓ３１で不一致と判断した場合、現金データ管理装置４は表示部に現金処理
装置６の入金枚数が不一致である旨の表示を行って店舗管理者に通知し（Ｓ３２）、そし
て、現金データ管理装置４は現金処理装置６の入金額を更新する（Ｓ３３）。
【０１２４】
　一方、現金データ管理装置４は前記Ｓ３１で一致と判断した場合、現金処理装置６の入
金額を更新する（Ｓ３３）。
　このように、現金データ管理装置４は一致、不一致にかかわらず、現金処理装置６の入
金額を更新して処理を終了するが、次にこの入金額の更新について説明する。
　現金データ管理装置４は各釣銭機３の有高や回収状況を管理すると共に、現金処理装置
に対する入金額も記憶部に設定された入金額管理テーブルにより管理している。
【０１２５】
　図１６（ａ）、（ｂ）は現金データ管理装置４の記憶部に設定されている入金額管理テ
ーブルの現金処理装置入金額表を示す図で、釣銭機別入金額管理テーブルは釣銭機３毎の
現金処理装置入金額表からなり、ここでも一例として「号機番号１０３」の釣銭機３の現
金処理装置入金額表を示している。
　この現金処理装置入金額表は当日の開店から閉店までの間に行われた入金処理の結果を
金種毎に累計するためのもので、図１６（ａ）における今回入金は、現金処理装置６から
報告された今回の入金枚数が書込まれ、ここでは万円紙幣１０枚、二千円紙幣１枚、千円
紙幣３０枚となっており、これらの合計である回収額は「１３２,０００円」、そのうち
の売上高は「１０８,３７３円」、釣銭分は「２３,６２７円」となっている。
【０１２６】
　また、入金累計はそれ以前に釣銭機３から回収されて入金された金種毎の累計枚数と、
回収額、売上高、及び釣銭分である。
　そして、前記Ｓ３３の入金額の更新で、図１６（ａ）に示した今回入金の金種毎の枚数
が入金累計に加算されると共に、それに基づいて回収額、売上高、及び釣銭分が更新され
ることで入金額管理表が図１６（ｂ）に示した内容となる。
【０１２７】
　以上の回収処理により釣銭機３から現金を回収するとき、交代する店員が担当する釣銭
機３内の釣銭資金と釣銭必要量設定表の必要枚数に基づいて回収する現金の量を決めるの
で、余剰の現金を釣銭機３に残すことがなくなり、資金効率を改善することができる。
　また、店員毎に担当する期間の釣銭機３内の現金の増減の管理や、釣銭機３と現金処理
装置６間の現金の管理を行うことができるので、店員の現金取扱い状況を確実に把握する
ことができる。
【０１２８】
　次に、営業時間中におけるレジ担当者（店員）の交代について説明する。
　レジ担当者の交代時は次の作業が行われる。
　前任の担当者Ａは自分の業務開始から交代までの間の売上金を集計し、釣銭機３から不
要な現金を回収して現金処理装置に入金する。
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　交代する後任の担当者Ｂは現金処理装置６から釣銭資金を出金して、担当するレジスタ
２に運んで釣銭機３に補充する。
【０１２９】
　図１７はレジ担当者の交代時におけるシステムの動作を示すフローチャートで、以下に
示すステップに従って説明する。
　まず、現金処理装置６は担当者Ｂからの補充資金の出金の指示により補充資金を払出す
（Ｓ４１）。
　このとき現金データ管理装置４は図１１で説明した釣銭機３への補充処理に従って現金
処理装置６に対して出金枚数を通知する。
【０１３０】
　このときの出金枚数は、その時点での図１０（ｄ）に示した釣銭機別釣銭有高表の補充
枚数に基づいて通知される。
　この釣銭機別釣銭有高表は、レジスタ２による取引が行われる毎に更新してもよいが、
現金処理装置６に出金枚数を通知する場合等、必要に応じて現金データ管理装置４からレ
ジスタ２に問い合わせて釣銭機３からの有高を取得し（Ｓ４２）、それに基づいて更新す
るようにしてもよい（Ｓ４３）。
【０１３１】
　次に、担当者Ｂは現金処理装置６から払出された補充資金を自分が担当するレジスタ２
に運び、担当者Ａに対して交代することを告げ、これを受けて担当者Ａは自分の業務を終
了する。
　その終了に当たって、担当者Ａは釣銭機３からの回収処理を指定して実行させ（Ｓ４４
）、自分の担当した分の集計処理を実施する。
【０１３２】
　担当者Ａが紙幣回収カセット２６、または紙幣回収カセット２６と硬貨回収カセット２
７を抜取ると、釣銭機３は現金データ管理装置４に回収結果を通知し、現金データ管理装
置４は、釣銭機別釣銭有高表を図１３に示した内容に更新する（Ｓ４５）。
　担当者Ｂが担当者Ａと交代し（Ｓ４６）、空の紙幣回収カセット２６、または空の紙幣
回収カセット２６と同じく空の硬貨回収カセット２７を釣銭機３に装着してレジスタ２を
操作する業務を開始する。
【０１３３】
　このようにレジスタ２の担当者の交代時には、回収処理を行って集計処理を実行し、紙
幣回収カセット２６及び必要に応じて硬貨回収カセット２７を交換するだけの作業で済む
ので、業務の中断時間を短縮することができ、客へのサービスを低下することなく業務を
引継ぐことができる。
　担当者Ａは釣銭機３から抜取った紙幣回収カセット２６、または紙幣回収カセット２６
と硬貨回収カセット２７を現金処理装置６に運び、紙幣回収カセット２６から紙幣を取出
して現金処理装置６に入金し、また硬貨回収カセット２７も運んできた場合は、その硬貨
回収カセット２７から硬貨を取出して現金処理装置６に入金する（Ｓ４７）。
【０１３４】
　現金処理装置６は入金処理が完了すると、現金データ管理装置４に対して入金処理の結
果を通知し、現金データ管理装置４は通知された入金処理結果に基づいて図１６の入金管
理表の内容を図１６（ａ）から図１６（ｂ）の内容に更新する（Ｓ４８）。
　一方、担当者Ａと交代した担当者Ｂは、現金処理装置６から運んできた補充資金を釣銭
機３に補充するが、この補充は必ずしも業務を引継いだ直後に行う必要はなく、レジ待ち
の客がいる場合は、接客を優先して後で暇ができたときに行うようにしてもよい。
【０１３５】
　担当者Ｂが補充資金を釣銭機３に補充すると（Ｓ４９）、その結果が釣銭機３からレジ
スタ２を介して現金データ管理装置４に通知され、これにより現金データ管理装置４は図
４に示した釣銭機別有高表の内容を更新する。
　以上のようにようにして現金データ管理装置４は、釣銭機３と現金処理装置６の有高を
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管理すると共に、釣銭機３と現金処理装置６間で現金が正しく移動できたかどうかを確認
するようにしているので、流通店舗１内の現金の状況を常に正確に把握することができる
ことになる。
【０１３６】
　また、いつでも最適量の釣銭資金で営業を始めることができ、釣銭機３から現金を回収
するとき、交代する店員が釣銭機３のために釣銭資金を払出したときの釣銭機３の有高を
基にして回収する現金の量を決めるので、補充のための釣銭資金を出金してから釣銭機３
から現金を回収するまでの間に、釣銭機３から釣銭の払出しがあっても、毎回の交代で釣
銭機３に収納した釣銭資金は、予め定めた基準値から営業を始めることができ管理が分か
りやすくなる。
【０１３７】
　次に、釣銭機から余剰現金を回収したとき、回収した現金を売上高と釣銭分の金額に分
ける方法について説明する。
　基本的には、レジスタ２を担当する店員が業務（レジ操作）を開始してから終了するま
での期間におけるレジスタによる現金売上高の合計が売上高の金額となり、釣銭機３よる
回収処理を実行したときの一円から五千円までの図１０（ｃ）に示した釣銭必要量設定表
に対する図１０（ｄ）に示した釣銭機別釣銭有高表の不足額つまり釣銭機別釣銭有高表お
ける補充枚数の金額となる。
【０１３８】
　しかしながら、現実の運用ではこれらの値のまま使うことはできない。
　なぜなら、レジ担当者が客からの預かり金を間違えた場合に、釣銭を多くまたは少なく
渡してしまう場合があるからである。
　このような場合に、２通りの処理方法が考えられる。
　いずれを選択するかは、事前に決めておけばどちらを選択しても運用上支障はない。
【０１３９】
　従ってシステムでは、どちらが選択されても対応できる配慮が必要である。
　例えば売上金に誤差を盛り込む場合について説明する。
　図１４に示した釣銭機別回収庫有高表の内容が図１４（ａ）から図１４（ｂ）に更新さ
れるとき、すなわち釣銭機３に対して回収実行が通知され釣銭資金のうち余剰金が紙幣回
収カセット２６及び硬貨回収カセット２７に移動したとき、今回回収の総額が決定される
。
【０１４０】
　そこで、売上金の誤差を盛り込むために、先に釣銭資金の回収額を決定する。すなわち
、その時点での図１０（ｄ）に示す釣銭機別釣銭有高表の補充枚数の金額が当初設定した
釣銭資金が減少した額であるとみなし、釣銭資金の回収額とする。
　一方、売上高は今回回収の総額から、この釣銭資金の回収額を減算した額となる。
　　更に、釣銭資金に誤差を盛り込む場合について説明する。
【０１４１】
　今回回収の総額は前述の売上金に誤差を盛り込む場合と同様で、まず売上金の回収額を
決定する。
　この売上金の回収額はレジスタ２による現金売上高の合計であり、釣銭資金の回収額は
今回回収の総額から売上金の回収額を減算した額となる。
　釣銭機３からの回収処理のとき、例えば紙幣回収カセット２６だけを交換して硬貨回収
カセット２７を交換しなかった場合、今回回収総額は紙幣回収カセット２６に収納された
紙幣に相当する額となる。
【０１４２】
　例えば、図１４（ｃ）に示した釣銭機別回収庫有高表の場合、今回回収の回収額「１３
２,０００円」となり、３円を釣銭機３の硬貨回収カセット２７に残したままとなる。
　この残した３円は売上金または釣銭分の誤差を盛り込む方とする。
　すなわち、図１４（ｃ）に示した釣銭機別回収庫有高表では売上金に誤差を盛り込むと
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考え、現在有高の回収額３円は売上高３円とする。
【０１４３】
　この３円は次回の回収で売上高に加算される。
　このように誤差を盛り込む側に回収で残した金額を置く理由は、誤差を盛り込みたくな
い金額を必ず確定するので、万一誤差が発生しても、必ず誤差を盛り込む金額で処理する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】実施例を示すシステム構成図
【図２】釣銭機の外観を示す斜視図
【図３】釣銭機の構成を示すブロック図
【図４】釣銭機における紙幣処理部の構造を示す側面図
【図５】釣銭機における硬貨処理部の構造を示す平面図
【図６】は現金処理装置の外観を示す斜視図
【図７】現金処理装置の構成を示すブロック図
【図８】現金処理装置における紙幣処理部の構造を示す側面図
【図９】現金処理装置における硬貨処理部の構造を示す側面図
【図１０】釣銭管理用テーブルの一例を示す図
【図１１】釣銭機への補充処理手順を示すフローチャート
【図１２】釣銭機からの現金回収処理手順を示すフローチャート
【図１３】釣銭管理用テーブルの更新後の釣銭機別釣銭有高表を示す図
【図１４】回収金管理用テーブルの釣銭機別回収庫有高表を示す図
【図１５】更新後の釣銭機別回収庫有高表を示す図
【図１６】入金額管理テーブルの現金処理装置入金額表を示す図
【図１７】レジ担当者の交代時におけるシステムの動作を示すフローチャート
【符号の説明】
【０１４５】
　１　　流通店舗
　２　　レジスタ
　３　　釣銭機
　４　　現金データ管理装置
　５　　ＬＡＮ
　６　　現金処理装置
　３３　紙幣処理部
　３４　硬貨処理部
　３５　制御部
　７１　表示制御部
　７２　入力制御部
　７３　カード読取部
　７４　伝送部
　７５　監視部
　７６　紙幣処理部
　７７　硬貨処理部
　７８　制御部
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